
お し ら せ 

◆保険薬局である旨の標示 

当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。 

◆保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項 

1.薬局概要 

 当薬局は 1,650品目以上の医薬品を備蓄するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス[PMDAメディナビ]に

登録することにより、常に最新の医薬品情報を収集し、保険薬剤師に周知しています。 

※施設基準とその内容 

 ・緊急時の調剤に対応できる体制（24時間）を整備しています。（連絡先は別途参照） 

 ・医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。 

 ・栄養・食生活、寝台活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒・喫煙など生活習慣全般に係る相談につ

いても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取り組みを行っています。 

2.薬剤服用歴管理指導料 

 当薬局は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものも含め、患者ごとに服用薬剤の種類や経過などを

記録した「薬剤服用歴」を作成し、調剤の都度、取扱いの注意、薬によるアレルギーや副作用の有無を確認する

とともに、また複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用

の有無をチェックしています。 

3.無菌製剤処理加算 

 当薬局は、クリーンベンチの設備を備え、注射等の無菌的な製剤を行います。 

4.在宅患者訪問薬剤管理指導料 

当薬局は、医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。 

 

◆後発医薬品（ジェネリック医薬品）について 

 当薬局は、後発医薬品調剤体制加算を算定し、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の取り扱いを行っておりま

す。ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございますので薬剤師までご相談ください。 

 

◆調剤料の夜間・休日等加算の対象となる曜日・時間帯について 

 当薬局は、月曜日～金曜日の１９時以降、土曜日の１３時以降、日曜日・祝日・年末年始の店舗営業日（１２

月２９日から１月３日まで）は夜間・休日等加算を請求させていただきます。 

 

◆明細書の発行状況について 

 当薬局では、医療の透明化や積極的な情報提供の推進のため、領収証を発行する際に、調剤報酬の算定項目が

分かる明細書を無料で発行することと致しました。明細書には使用した薬剤の名称等が記載されます。その点を

ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は受付にてその旨をお申し出下さい。 

 

◆取扱い公費負担医療 

健康保険法、労働者災害補償保険法、生活保護法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被害者に対する援護に関する

法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、心神喪失などの状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律、障害者総合支援法、母子保健法、難病の患者に対する医療等に関する法律、

肝炎治療特別促進事業、石綿による健康被害の救済に関する法律、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律 



◆薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 

1.許可の区分の別 薬局 許可番号 地保 第 02-301-022号 

2.薬局の開設者、開設許

可証の記載事項 

薬局の開設者 るりこしケア株式会社 代表取締役 大隅 寛之 

許可年月日 令和 3年 3月 5日 有効期限 令和 9年 3月 4日 

薬局名称 るりこし薬局 

所在地 〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝 3926-10 

電話番号 042-707-2111 FAX番号 042-707-2121 

3.薬局の管理者 伊東 友代（個人情報取扱責任者） 

4.勤務する薬剤師、登録

販売者の氏名 

薬剤師 伊東 友代、渡邉 大介、田畑 涼、小林 和馬、植田 真理子

有馬 朋美、吉岡 弘毅、大隅 寛之 

登録販売者 大隅 悦江 

5.取り扱う医薬品の区

分 

要指導医薬品・第１類医薬品・第２類医薬品・第３類医薬品 

6.勤務者の区別 

薬剤師 名札には氏名及び薬剤師と明記しております 

登録販売者 名札には氏名及び登録販売者と明記しております 

その他の勤務者 名札には氏名を明記しております 

7.営業時間 

月曜～金曜 9時 00分～18時 00分 土曜 9時 00分～14時 00分 

日曜・祝日 9時 00分～12時 00分 

時間外対応連絡先 042-707-2111 

8.緊急時・相談時の連絡先 042-707-2111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項[k10] 

1～7.要指導医薬品、第 1類・第 2類（指定含む）・第 3類医薬品の販売について 

分類と外箱表示 定義 陳列方法 情報提供 
対応する 

専門家 

要指導医薬品 

新しく市場に登場し

たもので、特に副作

用・相互作用に必要

なもの 
直接手の届

かない所 

書面を使った情報提供が

義務づけられている 
薬剤師 

一
般
用
医
薬
品 

第 1類医薬品 

特に副作用・相互作

用に注意が必要なも

の 

指定第 2類医薬品 
相互作用・副作用に

注意が必要なもの 

情報提供を

行う場所の

近く 

禁忌（やってはいけない

こと）の確認が必要 薬剤師 

または 

登録販売者 
第 2類医薬品 

情報提供に努める 

第 3類医薬品 その他 規定なし 

 

8.健康被害救済制度の解説 

医薬品副作用被害救済制度 

医薬品を正しい目的、正しい方法で使用したにも関わらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生

じた場合、医療費や年金等の給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とした公的な制度です。対

象は、昭和 55年 5月 1日以降に使用した医薬品によって発生した副作用による疾病、障害、及び死亡です。

ただし、他人の薬を使った場合、予防接種や抗がん剤・免疫抑制剤など一部の医薬品を使った場合、救命の

ため緊急で大量の医薬品を使った場合などは、対象外となります。 

生物由来製品感染等被害救済制度 

※問い合わせ先…独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 TEL:0120-149-931 

 

9.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 

 当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取り扱いに関する基本方針

に基づいて、常に皆様の個人情報を適正に取り扱っています。個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問

などがございましたら、お気軽にお問合せください。 

 

 

生物由来製品を適正に使用したにも関わらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の救済給付を

行い、被害者の迅速な救済を目的とした公的な制度です。 

対象は、平成 16 年 4 月 1 日以降に使用した生物由来製品が原因で感染等による疾病（入院を必要とする程

度のもの）、障害（日常生活が著しく制限される程度のもの）及び、死亡です。感染後の発症予防のための治

療や、二次感染者のうち、給付要件に該当するものも救済の対象となります。 


